
情報交流ネットワーク「ＮＩＦＳねっと」会員規約 

 

第１ 目的 

この規約は、（財）なら・シルクロード博記念国際交流財団（以下「NIFS」

という。）が、県内の国際交流・協力活動等を行う団体の情報交換を推進する

ために設置する、メールによる情報交流ネットワーク（通称「NIFS ねっと」、

以下「NIFS ねっと」という。）の会員の資格等を定めることを目的とします。 

 

第２ 会員 

会員とは、本規約を承認し、「NIFS ねっと」会員登録申込書（様式１）によ

り「NIFS ねっと」へ会員登録を申し込み、NIFS が登録を承認した者をいいま

す。ただし、登録することができる者は、次に該当する団体であることが必要

です。 

（１）奈良県内に所在地のある団体であること 

（２）非営利の団体であること 

（３）特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とした団体でないこと 

 

２ NIFS が会員登録を承認したときは、「NIFS ねっと」会員登録承認書（様式

２）により、登録を申し出た団体に通知します。登録を申し出た団体は、会

員登録承認書が申込者に届いた時点で会員資格を有します。 

 

第３ 利用方法 

会員は、県内の国際交流・協力等に関する情報について、「NIFS ねっと」で

他の会員に提供することを NIFS に依頼することができます。ただし、次に掲

げる情報は情報提供の対象としません。 

（１）営利を目的とする情報 

（２）宗教やイデオロギーに偏する情報 
（３）その他適当でないと認める情報 
 

２ NIFS は、会員から情報提供の依頼があった情報について、他の会員に情報

提供することができます。 

 

第４ 会員の届け出義務 

会員は、代表者氏名、住所、電話番号、E-mail アドレスその他会員登録申

請書の記載事項に変更のあった場合は、速やかに「NIFS ねっと」登録内容変

更届（様式３）を NIFS に提出しなければなりません。 



第５ 会員資格の取り消し 

NIFS は、会員に次の事実があると判断した場合に、会員の資格を取り消す

ことができます。 

（１）虚偽の申請その他不正な手段により、登録の承認をうけたとき 

（２）虚偽の情報その他不適切な情報を提供したとき 

（３）「NIFS ねっと」で知り得た情報を、不正に使用したとき 

（４）その他登録が適当でないと認められたとき 

 

第６ 損害賠償 

NIFS は、「NIFS ねっと」の利用に関して生じた会員の損害のすべてに対して

いかなる責任も負わず、また一切の損害を賠償する義務がないものとします。 

 

２ 会員が「NIFS ねっと」の利用に関して他の会員に対し損害を与えた場合、

会員は自己の責任と負担をもって解決し、NIFS に損害を与えないものとしま

す。 

 

附則 

平成１７年６月２５日施行 



（様式１） 「NIFSねっと」会員登録申込書 
（様式２） 「NIFSねっと」会員登録承認書 
（様式３） 「NIFSねっと」登録内容変更届 



（様式１） 

                        平成  年  月  日 

 

（財）なら・シルクロード博記念国際交流財団 

会 長             様 

 

                 申請者 

                  所在地 

                  団体名 

                  代表者名 

 

「ＮＩＦＳねっと」会員登録申込書 

 

「ＮＩＦＳねっと」会員規約を承認のうえ、下記のとおり登録を申し込みます。 

 

記 

 

 

団 体 名 

 

 

団体所在地 

 

 

代表者名 

 

 

 

 

主な活動内容 

 

 

 

 

Ｅ－ｍａｉｌ

アドレス 

 

 

連絡担当者 

職・氏名 

住  所 

tel           (    )      fax        (    ) 

 



（様式２） 

                        平成  年  月  日 

 

様 

 

              （財）なら・シルクロード博記念国際交流財団 

               会 長 

 

「ＮＩＦＳねっと」会員登録承認書 

 

年  月  日付で申込みのあったものについて、「ＮＩＦＳねっ

と」会員規約第３の規定により、「ＮＩＦＳねっと」への会員登録を承認した

ので通知します。 

 

記 

 

 

登録番号 

 

 

登録団体名 

 

 

Ｅ－ｍａｉｌ

アドレス 

 

 

（留意事項） 

１ 代表者氏名、住所、電話番号、E-Mail アドレスその他会員登録申請書の記

載事項に変更のあった場合は、速やかに変更届を NIFS に提出してください。 

 

２ 次の事実があると判断したときは、会員登録を取り消しますので、ご了承

ください。 

（１）虚偽の申請その他不正な手段により、登録の承認をうけたとき 

（２）虚偽の情報その他不適切な情報を提供したとき 

（３）「NIFS ねっと」で提供された情報を、不正に使用したとき 

（４）その他登録が適当でないと認められたとき 



（第３号様式） 

                        平成  年  月  日 

 

（財）なら・シルクロード博記念国際交流財団 

会 長             様 

 

                 申請者 

                  所在地 

                  団体名 

                  代表者名 

 

「ＮＩＦＳねっと」登録内容変更届 

 

下記のとおり、「ＮＩＦＳねっと」の登録内容について変更がありましたので、

届け出ます。 

 

記 

 

 

団 体 名 

 

 

団体所在地 

 

 

代表者名 

 

Ｅ－ｍａｉｌ

アドレス 

 

 

連絡担当者 

職・氏名 

住  所 

tel           (    )       fax        (    ) 

 

（変更項目を○で囲んでください。） 


